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　国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにす
るため、５年に一度実施されます。調査結果は福祉施
策や生活環境整備、災害対策など、日本の未来をつく
るために欠かせないさまざまな計画策定などに利用さ
れます。
【調査の概要】
▽調査期日　10月１日現在で実施
▽調査対象　10 月１日現在、日本国内に普段住んで
いるすべての人（外国人を含む）と世帯
▽調査事項　「世帯員の数」、「男女の別」、「出生の年
月」、「就業状態」、「従業地又は通学地」、「住居の種類」
など
【調査の流れ】
　９月上旬ころから国勢調査員が皆さんのお宅を訪問
し、調査書類を配布します。

全国一斉に国勢調査を行いますよりよい未来を
築くために

　今回の調査では、オンライン調査を先行実施するこ
とから、先にインターネット（パソコン・スマート
フォン）での回答を受け付け、インターネットで回答
されなかった世帯へ紙の調査票を配布して調査を行い
ます。
※漏れなく・重複なく調査を行うために、訪問時に代
表者の氏名と世帯の男女の人数をお尋ねします。
【個人情報の保護】
　国勢調査では、統計法によって厳格な個人情報保
護が定められています。詳しくは、総務省統計局
（http://kokusei2015.stat.go.jp/index.htm）を
ご覧ください。
■問い合わせ先　国勢調査弘前市実施本部
（ひろさき未来戦略研究センター内、☎37・
3530）

 市長と気軽に話し
ませんか 市長車座ミーティング

　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させる
広聴事業の一環として実施する「市長車座ミーティン
グ」の開催団体を募集します。
　さまざまなテーマで、ざっくばらんに市長と話がで
きる絶好の機会です。奮ってお申し込みください。
▽とき　毎月１回
※日時は申込者との調整により決定します。
▽対象　市内に在住、在勤または在学するおおむね５
人～15人で構成された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようとする団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書に、テーマや開催場
所など所定の事項を記入の上、各開催日の１カ月前の
10日までに広聴広報課（市役所３階、窓口308）へ
持参するか、郵送またはファクスで申し込みを。
※開催希望申込書は、広聴広報課に備え付けてあるほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。

▽その他　市民の皆さんとの話し合いの場であり、要
望・苦情を受け付ける場ではありません／申込団体が
複数の場合は、抽選により決定します／会場の準備お
よび費用負担は開催団体が行ってください／開催結果
の概要は、写真を添えて市のホームページで公表します
※ミーティングの様子はインターネット上で動画配信
されることがあります。なお、今後実施予定のミーティ
ングは、平日夜間・休日の実施が可能な場合もありま
すので、実施を希望する団体はご連絡ください。
■問 い 合 わ せ・
申込先　広聴広
報 課（ 〒 036・
8551、上白銀町
１の１、☎ 35・
1194、ファクス
35・0080）

オリジナルナンバープレートが決定しました
　市町村合併 10 周年記念事業として、市が６月に
行った原動機付自転車用オリジナルナンバープレート
デザイン市民人気投票の結果、投票総数 1,406 票の
中から最も多い票を獲得した「桜＆たか丸くん（ライ
ダースジャケットバージョン）」に決定しました。
　決定したナンバープレートを下記のとおり限定
1,000枚で希望する人に無料で交付します。
　新規交付のほか、既存のナンバープレートからの交
換（１台につき１回のみ）も受け付けします。
　なお、受け付け順の交付とし、番号の選択はできま
せん。
▽交付開始日　９月１日（火）、午前８時半～
▽交付場所
①市民課総合窓口（市役所１階）
※９月２日からは、従来どおり本館２階市民税課（窓
口209番）で交付します。

②岩木・相馬総合支所民生課
※岩木・相馬総合支所民生課での交
付は、平成28年８月 31日まで。
▽交付対象車両　総排気量 125cc 以
下の原動機付自転車（ミニカーを除く）
▽交付する番号・枚数　下表参照
▽必要書類等
○新規登録の場合…①軽自動車税申告（報告）書兼標
識交付申請書／②印鑑／③販売店からの販売証明書、
または譲渡人からの譲渡証明書
※軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書に記載・
押印でも可。
○標識交換の場合…①軽自動車税申告（報告）書兼標
識交付申請書／②印鑑／③現在使用している標識（交
換した場合は標識番号が変わります）
■問い合わせ先　市民税課諸税係（☎35・1117）

市役所本庁舎 岩木支所民生課 相馬支所民生課 限定交付枚数合計
50cc 以下（白色） 右記以外 100番台 200番台 800枚

90cc 以下（黄色） 右記以外 10番台 20番台 100枚

125cc 以下（桃色） 右記以外 10番台 20番台 100枚
※下１ケタ「４」、「９」および下２ケタ「42」は欠番

【交付する番号・枚数】

桜＆たか丸くん（ライダースジャ
ケットバージョン）

　平成 27 年度第１回弘前市建築審査会を開催しま
す。なお、下記の議題の審議については、どなたでも
傍聴できます。
▽とき　８月26日（水）、午後３時～
▽ところ　市役所４階第１会議室
▽議題　日影による中高層の建築物の高さの制限に係
る特例許可の同意について
▽申請内容　申請者…弘前市長／建築場所…南大町二
丁目５の１（青葉団地市営住宅）／申請建築物概要…
用途＝共同住宅、構造規模＝鉄筋コンクリート造 10
階建、申請部分の延べ面積＝約7,434㎡

建築審査会を開催しますどなたでも
傍聴できます

▽一般傍聴　定員＝５人／受付場所＝市役所４階第１
会議室／受付時間＝当日の午後２時半～２時50分
※定員を超えた場合は、抽選により決定します。
▽傍聴の注意事項
静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を
表明しないこと／写真撮影、録画、録音等を行わない
こと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りで
はありません／その他、会議の支障となる行動をしな
いこと
■問い合わせ先　建築指導課建築指導係（☎ 40・
7053）

【後期高齢者医療被保険者証の一斉更新について】
　８月１日から有効の新しい被保険者証は、７月下旬
に郵送しましたが、まだ届いていない場合は国保年金
課までお問い合わせください。
　また、有効期限が切れた被保険者証は、国保年金課
または岩木・相馬総合支所民生課窓口に返還するか、
裁断の上、確実に破棄してください（郵送による返還
もできます）。
　平成26年中の所得状況などにより、８月１日から

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ不明な点は
問い合わせを

医療機関窓口での負担割合が変わる場合があります。
　他の市町村へ転出する場合は、現在お持ちの被保険
者証をすみやかに国保年金課または岩木・相馬総合支
所民生課窓口に返還してください（新しい被保険者証
は転出先の市町村から交付されます）。
　その他ご不明な点はお問い合わせください。
■問い合わせ先　国保年金課後期高齢者医療係（☎
40・7046）、青森県後期高齢者医療広域連合（☎青
森017・721・3821）

　ねたきりの高齢者や障がい者を自宅で介護している
世帯に、紙おむつを支給します。
▽対象世帯　自宅で①～③のいずれかに該当するねた
きりの人を介護している、市民税非課税の世帯（生活
保護世帯は除く）
①満65歳以上で要介護度４・５相当のねたきりの人
②身体障害者手帳１級・２級の交付を受けているねた
きりの人
③療育（愛護）手帳Ａの交付を受けているねたきりの

人
▽支給内容　フラットタイプ（200枚）、テープタイ
プ（100 枚）、尿とりパッド（240 枚）から１種類
を選択してもらい、４月・７月・10月・１月の３カ
月おきに自宅へ配達します。
▽申請方法　申請者（家族）の印鑑を持参し、介護福
祉課（市役所２階）で手続きを。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課高齢福祉係（☎
40・7114）

ねたきり高齢者等への紙おむつ支給事業対象世帯の人は
申請を


